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平成２３年度職業安定行政関係予算（案）の概要

　Ⅰ　予算規模 （単位：百万円）

２２年度
当初予算額

２３年度
要求額

増▲減額 対前年比 備    考

339,483 287,109 ▲ 52,374 84.6%

301,040 246,596 ▲ 54,444 81.9%

38,444 33,254 ▲ 5,190 86.5%

　 - 7,260 - -

4,180,928 3,367,102 ▲ 813,826 80.5%

　 2,679,017 2,253,606 ▲ 425,411 84.1%

4,520,412 3,654,212 ▲ 866,200 80.8%

※労働保険特別会計雇用勘定については、歳出の合計を記載。

総 計

区         分

一 般 会 計

年 金 ・ 医 療 等 に
係 る 経 費 等

元 気 な 日 本
復 活 特 別 枠

労働保険特別会計雇用勘定

総 予 算 組 替 え
対 象 経 費

失 業 等 給 付 費



   

 
 

－平成 23 年度概算要求のポイント－ 

職業安定局 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

（１）求職者支援制度の創設と担当者制による就職促進 

                                      １２０億円（５５億円） 

仕事を探している方で、雇用保険を受給できない方が、生活支援の給付を受給しな

がら無料の職業訓練が受けられる制度を恒久化する（求職者支援制度の創設）。 

また、ハローワークにおいて、訓練終了後の就職の実現に向けて、きめ細かな支援

が必要と判断される方に対する担当者制によるマンツーマン支援を行う。 

 

※ 求職者支援制度の創設に係る経費については、予算編成過程において検討。 
 

（２）雇用保険の機能強化                 ２，４５８億円（３，００２億円） 

雇用保険制度の安定的な運営のため、安定した財源を確保した上で国庫負担金の本

則（1／4）復帰を図ることにより、雇用保険の機能強化を図る。また、非正規労働者

に対する適用範囲の拡大（6ヶ月以上→31日以上）について、着実な実施に取り組む。 

 

※ 国庫負担金の本則（1／4）復帰に係る経費については、予算編成過程において

検討。 

 
（３）民間を活用した求職活動の促進（就職活動準備事業） （新規） 

                                              １１億円 

就職に対する準備不足等から求職者支援制度の職業訓練の受講によりただちに効果

厳厳ししいい経経済済環環境境下下ににおおけけるる雇雇用用・・生生活活安安定定のの確確保保  

現下の雇用情勢は、持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にある。 

このような状況のなかで、ハローワークの職業紹介、雇用保険、雇用管理指導等の充実・

強化に加え、積極的就労・生活支援対策、非正規労働者の正社員化の推進、職業能力開発

の充実強化を図る。また、若者・女性・高齢者・障害者等の就業実現や地域対策等ニーズに

応じたきめ細やかな支援策を実施し、雇用の「量」の拡大を図る。 

 

１ ハローワークを拠点とした積極的就労・生活支援対策（ポジティ

ブ・ウェルフェアの推進）         ２，７８２億円（３，２５５億円） 

 

 



   

 
 

が得にくいと考えられる求職者について、民間に委託して、意欲・能力の向上のため

の個別カウンセリング、生活指導等や職業紹介を実施し、求職者支援制度への円滑な

移行や就職促進を図る。 

 

（４）自治体とハローワークの協定に基づく就労・生活支援（「福祉から就労」支援事

業）                                    ３８億円（３２億円）                
生活保護等の福祉を担う地方自治体と就労支援を担うハローワークが協定（支援の

対象者、支援手法、両者の役割分担等）を締結して、地方自治体とハローワークの担

当者により構成する支援チームが、対象となる生活保護受給者、住宅手当受給者、障

害者等それぞれに対して支援プランを策定し、個別求人開拓や担当者制による職業相

談など、積極的な就労支援を行う。 

 

（５）パーソナル・サポート・モデルプロジェクトの実施（新規）        ４．４億円 

自立に向けて特に個別的かつ継続的な支援を必要とする求職者に対して、生活支援

から就労支援までの一貫した寄り添い型・伴走型の支援を行うパーソナル・サポータ

ーと一体となって、担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を行う就職支援ナ

ビゲーター（80人）を求職者総合支援センターに配置する。 

 

(６）ハローワークにおける住居確保に関する支援           １２億円（１２億円） 

住居・生活支援アドバイザー（263名）がハローワークにおいて、住宅手当の申請書

類の作成助言を行う等により、求職者に対する住居確保に関する支援を実施する。 

 

（７）メンタルヘルス相談機能、多重債務相談機能等の強化  

                                                    ４億円（２．４億円） 

福祉関係者や弁護士会等の民間専門家との連携体制を構築し、自殺対策も含めたメ

ンタルヘルス相談や多重債務相談等を、非正規労働者総合支援センター及び同コーナ

ーに加え、全国の主要なハローワークにおいて実施し、求職者に対する総合生活相談

機能の強化を図る。 

 

（８）地域生活福祉・就労支援協議会によるワンストップ・サービスの推進 

                                                         ２．４億円 

第二のセーフティネット支援施策等を効果的に実施するため、地域生活福祉・就労

支援協議会を開催し、地域におけるワンストップ・サービス関係機関の一層の連携強

化を図る。 

 

（９）介護・福祉、医療等の分野における雇用創出       １２７億円（１４９億円） 



   

 
 

介護・福祉、医療等の分野について、雇用創出の基金事業の活用や、事業主に対す

る人材確保の支援等の実施により、地域における雇用創出を図る。 

 

（10）ハローワークにおける年金相談のための支援（新規）          １．６億円 

   ハローワークにおいて、雇用保険と年金等に関する相談にワンストップで対応する取

組を実施する。 

 

 

 

 

 

（１）在職中の非正規労働者の均衡待遇・正社員化の推進 

                                      ６．６億円（１３億円） 
中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金を整理・統合し

て、「均衡待遇・正社員化推進奨励金（仮称）」を創設し、有期契約労働者及びパート

タイム労働者の均衡待遇、正社員への転換を一体的に推進するとともに、短時間正社

員を奨励対象として、その普及を図る。 

 

（２）失業者の正社員就職支援（新規）                      ５３億円 
ハローワークに、求人開拓推進員（1,600名）を配置し、非正規求人からの転換も含

めた正社員の求人確保を積極的に行い、正社員就職を促進する。 

 

（３）労働者派遣法の改正による均衡待遇の推進等       ８９億円（４８億円） 
改正労働者派遣法案が成立した場合には、これに基づく均衡待遇の配慮義務規定の

周知・指導を行うとともに、派遣労働者雇用安定化特別奨励金（一人 100 万円（有期

雇用 50万円）（大企業は半額））を活用し、派遣先における派遣労働者の直接雇用を促

進する。また、違法派遣の適正化を図るため、指導監督を徹底する。 

 

 

 

 

（１）新規学卒者、未就職卒業者の就職支援         １３２億円（５２億円） 

①新卒者支援の強化等                                  ６０億円（５２億円）   

  平成 23年度卒業予定者が早期に内定を得られるよう、ハローワークに学卒ジョブサ 

ポーター（仮称）を配置するとともに、大学との連携を一層強化し、求人の確保等就

職面接会の開催への協力や大学主催の企業説明会等への出張による就職活動の相談等、

２ 非正規労働者の多様な形態による正社員化の推進対策 

                             １５０億円（６２億円） 

 

 

３ 若年者の就職促進、自立支援対策    ４３７億円（２９９億円） 

 

 

 



   

 
 

大学と一体となった取組を進める。 

また、保護者等も含めた在学中早期からの働く意義や職業生活についての講習、地元  

企業を活用した高校内企業説明会、関係者への積極的な情報発信等を実施するととも

に、新卒者の求人確保に向けて強力に取り組むなどにより、新規学卒者の就職支援を

更に強化する。 

 

②未就職卒業者の早期就職支援（新規）                  ７３億円 

新規学卒時に正規雇用として就職できなかった者を採用した企業に対し奨励金（卒

業後 3年以内の既卒者：正規雇用から 6か月後に 100万円、新卒者：有期雇用期間（原

則 3か月）1人月 10万円及びその後の正規雇用から 3か月後に 1人 50万円）を支給す

る「新卒者就職実現プロジェクト」を実施するとともに、採用拡大に向け、企業に好

事例を発信するなどにより、未就職卒業者の早期就職を推進する。 

 

（２）フリーター等の正規雇用化の推進             ２５６億円（２４１億円） 
ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置(398名)し、担当者制による個別支援

を徹底するとともに、フリーター等を、一定の有期雇用を経て正規雇用で採用する企

業に対する奨励措置の拡充（有期雇用：1人 4万円・最大 3か月、その後正規雇用へ移

行した場合：中小企業 100万円、大企業 50万円、対象者：25歳以上～40歳未満→40

歳未満）等により、フリーター等の正規雇用化に向けた一層の取組の推進を図る。 

 

 

 

 

（１）マザーズハローワーク事業の拡充              ２２億円（２１億円） 
    事業拠点の増設（163か所→168か所）等、マザーズハローワーク事業を拡充する。 

 

 

 

 

 

（１）希望すればいくつになっても働ける高齢者雇用の促進   

１３９億円（１８３億円） 
高年齢者雇用確保措置の着実な実施を図る。また、希望者全員が 65歳まで働ける制

度や70歳まで働ける制度の導入に取り組む中小企業事業主への助成（160万円を上限）、

定年の引上げ等に合わせて高年齢者の職域拡大や雇用管理制度の構築等に取り組む事

業主に対する助成（経費の 1／3、500万円を上限）等を実施する。 

４ 女性の就業希望等の実現            ２２億円（２１億円） 
 
 

 

 

５ いくつになっても働くことができるようにする対策 
                             ３１４億円（３８６億円） 
 

 

 



   

 
 

 

（２）企業雇用以外の多様な働き方の促進           １１９億円（１２５億円） 
シルバー人材センターにおいて、教育・子育て・介護・環境の分野を重点に、地域

社会のニーズに応じた新たな就業機会を創出するなど、企業雇用以外の多様な働き方

を促進する。 

 

 

 

 

（１）雇用率達成指導、地域の就労支援の強化等         ６８億円（７１億円）     
法定雇用率未達成の企業や公的機関に対する指導を強化するとともに、障害者に対

する就業面、生活面の双方からの支援を強化するため「障害者就業・生活支援センタ

ー」を拡充（282か所→322か所）する。 

 

（２）障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化       ２７億円（２１億円） 
ハローワークに精神障害者の雇用に関する総合的かつ継続的な支援を行う専門家を

配置し、精神障害者に対する専門的支援体制の充実を図るほか、公的機関における障

害者のチャレンジ雇用の一層の促進や在宅就業支援制度の更なる活用促進を図る。 

 

 

 

 

（１）地域における創意工夫を活かした雇用創造の推進   ２３５億円（２４０億円） 

雇用創出の基金事業により、将来の成長分野と見込まれる分野について雇用創造を

図る。また、地域雇用創造推進事業等を活用するとともに、「新しい公共」に対する支

援の在り方を検討し、地域の自主性及び創意工夫を活かした雇用創造を推進する。 

 

（２）介護分野の雇用支援等                    １２７億円（１４９億円） 
介護労働者の雇用管理の改善や人材確保に取り組む事業主に対し、人材確保や相談

援助等の効率的な支援を実施する。 

 

（３）雇用調整助成金の支給の適正化          ４，２７８億円（７，３１９億円）  
企業の休業、教育訓練、出向による雇用維持の取組を支援するための雇用調整助成

金（手当、賃金の 2／3を助成）及び中小企業緊急雇用安定助成金（手当、賃金の 4／5

を助成）について、教育訓練費の額を見直すとともに、適正な支給に向けた体制の整

備を図る。 

６ 障害者に対する就労支援の推進      １６２億円（１５３億円）    
 
 

 

 

７ 地域雇用創造と雇用支援       ４，６４０億円（７，７０８億円） 
 
 

 

 



   

 
 

 

 

 

（１）雇用保険の適用促進                      １．１億円（１．３億円） 

非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲の拡大（6か月以上→31日以上）につい

て、事業主に対する周知等を通じて、着実な実施に取り組む。 

 

（２）改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行（一部再掲）  

９．２億円（５６百万円） 

改正労働者派遣法案が成立した場合には、日雇い派遣の原則禁止や均衡待遇、労働

契約申込みみなし制度等について、円滑かつ着実に施行するための周知・指導を行う。

また、違法派遣の適正化を図るため、指導監督を徹底する。 

 

 

 

 

（１）外国人労働者問題等への適切な対応             ２１億円（２６億円） 

増加する外国人労働者からの相談等に適切に対応するための体制を整備する。 

 

（２）経済連携協定の円滑な実施                ４６百万円（５０百万円） 

経済連携協定に基づき外国人看護師・介護福祉士候補者を円滑かつ適正に受け入れる

ため、受入施設に対する巡回指導を行う。 

８ 労働関係法令の履行確保等          １０億円（２．５億円）             

９ 外国人労働者問題等への適切な対応     ２５億円（３１億円）             



　Ⅱ　主要事項

（単位：百万円）

事　　　　　　　　　　　項 ２２年度予算 ２３年度要求

Ⅰ　ハローワークを拠点とした積極的就労・生活支援対策
 （ポジティブ・ウェルフェアの推進）

325,517 278,214

　１　求職者支援制度の創設と担当者制による就職促進 5,494 12,032

　２　雇用保険の機能強化 300,215 245,771

　３　民間を活用した求職活動の促進（就職活動準備事業） 0 1,106

　４　自治体とハローワークの協定に基づく就労・生活支援
    （「福祉から就労」支援事業）

3,201 3,847

　５　パーソナル・サポート・モデルプロジェクトの実施 0 435

　６　ハローワークにおける住居確保に関する支援 1,158 1,182

　７　メンタルヘルス相談機能、多重債務相談機能等の強化 238 405

　８　地域生活福祉・就労支援協議会によるワンストップ・
    サービスの推進

0 241

　９　介護・福祉、医療等の分野における雇用創出 14,903 12,690

　10　ハローワークにおける年金相談のための支援 0 158

Ⅱ　非正規労働者の多様な形態による正社員化の推進対策 6,207 14,955

　１　在職中の非正規労働者の均衡待遇・正社員化の推進 1,300 663

　２　失業者の正社員就職支援 0 5,327

　３　労働者派遣法の改正による均衡待遇の推進等 4,810 8,870

Ⅲ　若年者の就職促進、自立支援対策 29,856 43,704

　１　新規学卒者、未就職卒業者の就職支援 5,183 13,225

　２　フリーター等の正規雇用化の推進 24,128 25,562

Ⅳ　女性の就業希望等の実現 39,484 39,718

　１　マザーズハローワーク事業の拡充 39,484 39,718

Ⅴ　いくつになっても働くことができるようにする対策 38,573 31,354

　１　希望すればいくつになっても働ける高齢者雇用の促進 18,325 13,868

　２　企業雇用以外の多様な働き方の促進 12,541 11,869



Ⅵ　障害者に対する就労支援の推進 15,251 16,239

　１　雇用率達成指導、地域の就労支援の強化等 7,093 6,808

　２　障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化 2,127 2,733

Ⅶ　地域雇用創造と雇用支援 35,136 30,734

　１　地域における創意工夫を活かした雇用創造の推進 23,988 23,495

　２　介護分野の雇用支援等 14,903 12,690

　３　雇用調整助成金の支給の適正化 731,894 427,820

Ⅷ　労働関係法令の履行確保等 246 1,127

　１　雇用保険の適用促進 130 108

　２　改正労働者派遣法の円滑かつ着実な施行（一部再掲） 56 921

Ⅸ　外国人労働者問題等への適切な対応等 2,522 3,087

　１　外国人労働者問題等への適切な対応 2,585 2,102

　２　経済連携協定の円滑な実施 50 46
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